
 本市は「八尾市消防庁舎建設基本構想」（R4.03）において、老朽化している消防庁舎の整備方針な
どを検討してきました。

 検討の結果、老朽化、狭隘化、機能の陳腐化が進んでいる消防本部の新庁舎建設については、現在同
一所在である消防本部と消防署（本署）を分離し、まず消防本部の新庁舎を市役所第二別館跡地に建
設する方針となりました。

はじめに
１. 検討経緯

▮八尾市消防本部庁舎建設基本計画 令和５年（2023年）3月 概要版

概要版 1 

 本計画は、上記基本構想に基づき、消防本部の新庁舎に必要な機能や規模、施設計画や事業の進め方
等の具体的な内容を検討し、次の段階である設計、建設工事等に対する基本的な要件を示すものです。

２. 本計画の位置付け

 本計画は、八尾市総合計画等の上位関連計画との整合を図りながら検討を進めます。
 本市の防災対策の基本となる八尾市地域防災計画において、消防庁舎（消防本部・消防署）は市庁舎
と並んで八尾市の防災中枢拠点に位置付けられており、施設設備の防災機能の向上を図ることが定め
られています。

３. 主な上位・関連計画

消防庁舎 予防課庁舎
所在地 八尾市高美町5丁目3番4号
敷地面積 3,555.31㎡
建築面積 672.85㎡ 139.09㎡
延床面積 2,135.53㎡ 277.30㎡
構造 RC造 S造
開庁年月日 S49.11.15 H26.3.24
階数 地上3階建 地上2階建

第１章 前提条件
１. 消防本部の現状

２. 新庁舎の計画地

項目 内容
所在地 八尾市本町三丁目112番地
敷地面積 約1,549㎡
地域・地区 第1種住居地域
建ぺい率／容積率 60%／200%
道路 南側：主要地方道・大阪府道5号大阪港八尾線 幅員約17.0ｍ（両側歩道あり）

東側：市道八尾第149号線 幅員約6.0ｍ（歩道なし）
北側斜線制限 第1種住居地域のため適用外
道路斜線制限 H＜1.25L（適用距離20ｍ）
隣地斜線制限 H＜20m＋1.25L
日影規制 測定面：地盤面から4m 5h(隣地境界から5-10m)－3h(隣地境界から10m超)

第２章 基本方針
１. 基本的な考え方
 ４つの基本方針と
１ ２ の 取 組 方 策
【右図】に沿って、
施設整備を進めて
いきます。

第３章 施設内容
１. 新庁舎に必要な機能・規模

機能 区分 諸室等 面積(目安)
車庫・出動
関連機能

車庫 車庫（防火衣収納スペース含む） 約360㎡
出動関連 資機材庫、防災備蓄倉庫、現場装備等保全室、救急消毒室（衛生管理室） 約80㎡

執務・災害対策
関連機能

執務関連 消防長室、消防団長室、応接室、事務室（事務機械スペース含む）、市民相談
室、重要書類保管庫、書庫・物品庫・倉庫 約770㎡

災害対策関連 作戦室（消防警備本部）、消防団本部活動拠点兼女性分団活動室、災害対策室
兼会議室、人事相談室、市民防災活動支援スペース兼一時預かり室 約290㎡

通信指令関連機能 通信指令関連 通信指令室、通信指令機械室 約230㎡

待機・訓練・
福利厚生関連機能

待機関連 仮眠室、更衣室、浴室・脱衣所 約220㎡
訓練・
福利厚生関連 訓練室、食堂・厨房、休養室、休憩室（ﾘﾌﾚｯｼｭﾙｰﾑ） 約100㎡

共用部・設備
関連機能

共用部 来庁者対応スペース、庁舎管理者控室兼更衣室、給湯室、トイレ・洗面所、エ
ントランスホール・廊下・階段・エレベーター 約640㎡

設備関連 電気室・機械室、非常用発電設備（地下燃料タンク含む）、電波塔、ホースリ
フター 約110㎡

外構施設 職員用駐輪場、来庁者用駐車場、来庁者用駐輪場、ゴミ集積所 約200㎡

付帯設備 電光掲示板、車両出動表示灯、懸垂幕装置、国旗等掲揚ポール、地上式消火栓、
飲料水兼用耐震性貯水槽、災害用トイレ、LPガス設備 適宜

合計（延床面積目安） 約3,000㎡

 新庁舎に必要な機能・諸室等の構成は【下表】のとおりです。規模については、現庁舎の諸室規模を踏まえ、新たな諸室機能や今
後想定される機能更新を考慮したうえで、他都市の消防庁舎の先行事例も参考に設定しています。

八尾市の防災中枢拠点となる自立した庁舎

多様化する災害に対応できる高機能な庁舎

地域に開かれた誰もが利用しやすい庁舎

経済性に配慮した環境にやさしい庁舎

１-１ 建物の安全性・ＢＣＰ確保
１-２ インフラ機能のバックアップ
１-３ 災害時活動への対応

４-３ 周辺環境・景観への配慮

４-１ 環境配慮型庁舎の実現

３-２ 消防団との連携
３-１ 来庁者への配慮・ユニバーサルデザイン

３-３ 積極的な情報発信

２-１ 機動的な出動対応
２-２ 災害対応・消防体制に見合った環境整備
２-３ 衛生環境・生活環境の向上

自 立

高機能

地 域

環 境 ４-２ 将来対応・更新への配慮

基 本 方 針 取 組 方 策

 現庁舎は竣工後49年目をむかえ、老
朽化が進み、狭隘化や機能の陳腐化が
課題となっています。

 計画地は2面の接道を有する角地で、出動や来
庁に関する動線計画に大きな課題はありません。
ただし敷地面積は約1,549㎡とそれほど余裕が
なく、隣接する住宅等への配慮や、接道との関
係性を含めた整備計画が必要な敷地となってい
ます。

 法規制については、特に日影規制について留意
する必要があります。日影規制は施設構成・規
模に大きく影響するため、新庁舎の建設におい
ては、この影響を最小限にするための配置・階
層計画が求められます。

燃料庫

訓練塔

予防課庁舎
（増築）

車庫・倉庫

給油所

車庫

非常用発電設備

消防庁舎（消防本部・消防署（本署）・消防団本部）

駐輪場

物置・倉庫

計画地

２. 基本方針の意図
 基本方針の意図・め
ざす姿は次のとおり
です。

 火災や救急
はもとより、浸水や
地震などの大規模な
災害にも耐え、イン
フラが途絶した際に
も自立して機能する
ことで、迅速な消防
活動を行うための十
分な機能と役割を果
たすことのできる庁
舎をめざします。

 消防本部として適切な車両や事務機能を確保するとともに、大規模な災害時には市内の消防署所の代替庁舎としても機能
できることを前提に、様々な需要に柔軟に対応できる施設とすることで、将来の消防体制の変革対応も見据えた庁舎をめざします。

 誰もが利用しやすい庁舎として施設全体にユニバーサルデザインの理念を導入し、防災情報の発信などで地域の防災意識
の向上を図るほか、消防団本部・女性分団の活動拠点として十分に機能するなど、地域に開かれた庁舎をめざします。

 環境負荷の低減や省エネルギーの推進をはじめ、合理的で維持管理のしやすい、ライフサイクルコストの低減に配慮した
施設の実現と併せ、周辺への配慮や環境の向上に寄与する庁舎づくりに努めます。

方針１

方針２

方針３

方針４

方針１

方針２

方針３

方針４
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第４章 施設計画
１. 土地利用（配置）計画

２. 平面・階層計画

３. 景観計画

第５章 維持管理
１. 基本的な考え方

第６章 事業推進
１. 概算事業費

４. 構造計画 ５. 設備・環境配慮計画

６. ユニバーサルデザイン計画

２. 事業手法の検討

３. 事業スケジュール

 建物の供用開始時から適切な維持管理を行うことで、劣化や故障、老朽化といったマイナ
ス面の発生を防ぎ、結果的に建物の長寿命化へとつなげることができます。想定される維
持管理業務の主な内容を【右図】に示します。

 施設整備の初期段階から供用開始後の維持管理について考慮し、効率的かつ実効的な維持
管理を実施することが求められます。

建物保守管理業務
設備保守管理業務
外構・植栽管理業務
環境衛生・清掃業務
機械警備業務
備品等保守管理業務
修繕更新業務

 PFI方式を採用した場合の事業スケ
ジュール案は【右図】のとおりです。

 事業スケジュールは採用する事業手法
によって異なりますが、いずれの場合
でも、基本構想で示したように令和９
年度当初に新消防本部庁舎を供用開始
することが前提となります。

 本事業を効率的に進めるために、民間活力の導入を見据えた様々
な事業方式、また、一括の事業として実施すべき事業範囲につい
て検討する必要があります。【右図】

 最終的には、詳細な検討を進めるために別途実施している導入可
能性調査の結果も踏まえて、本事業に最も適した事業手法を判断
していくこととします。

事業手法
・従来方式（個別発注）
・DB方式（設計施工一括発注）
・DBO方式（設計施工維持管理一括発注）
・PFI方式（PFI法に基づく設計施工維持管理

一括発注）
事業パターン
①消防本部庁舎
②消防本部庁舎＋南西部の新消防署所
③消防本部庁舎＋指令センター
④消防本部庁舎＋南西部の新消防署所
＋指令センター

 施設内容及び施設計画の検討内容に基づき、施設整備に係る概算
事業費を検討しました。財政面にも配慮しつつ、適正かつ効率的
な事業推進となるよう努めます。

年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度

➀基本計画
（可能性調査）

②民間事業者
選定手続

③施設整備等
事業

▼基本計画策定

(準備)
▼着手

公告
▼

▲
実施
方針

▲
提案

▼選定

設計～建設 ▲供用開始

維持管理
▼事業契約

PFI方式を採用した場合の
事業スケジュール案

 車椅子使用者を含めて誰もが利用しやすいよう、段差や幅に配慮した移
動空間とし、分かりやすい案内・誘導機能や赤ちゃんの駅※の設置など、
利用者に配慮した計画を行います。
*乳幼児を連れて安心して外出できるよう、おむつ替えや授乳ができるスペースを備え
た公共・民間施設を「赤ちゃんの駅」として登録する制度で、各自治体が主導して取
り組んでいるもの。

ユニバーサルデザインの一例

 緊急時の確実な機能発揮と平常時
の適切な管理を視野に入れた自立
型の設備計画を行います。非常用
発電設備や耐震性貯水槽、災害用
トイレ排水機能、LPガス設備など
のインフラバックアップ設備を備
えた施設とします。

 積極的な省エネルギー技術の採用
や施設計画の工夫などにより、
ZEB※の概念を取り入れた検討を進
めていきます。

*ゼロ・エネルギー・ビルディングの略。
省エネや創エネ技術の導入により、段階に
応じて消費エネルギーを削減する仕組みの
こと。

 災害応急対策活動を支える防災中枢拠点として、必要な建物強度を確保
します。

 免震構造の導入により、大地震発生後でも迅速な復旧が可能でスムーズ
な消防活動へと移行できるよう、ＢＣＰ（業務継続性）を確保した施設
とします。

耐震構造 制震構造 免震構造

上階になるにつれ揺れ幅が
大きい。家具や什器等の転
倒対策が必要となる。

耐震構造よりは揺れは抑え
られるが、上階になるにつ
れ揺れ幅が大きい。安定の
悪い家具や什器等の転倒対
策が必要となる。

建物はゆっくり大きく揺れ、
上階でも揺れ幅は大きく変
わらない。家具や什器等の
転倒がほとんどなく、迅速
な活動が可能。

制
振
装
置

免
震
装
置

 建物ボリュームの分節化や立面デザインの工夫を行い、周辺
環境に配慮した飽きのこない、消防庁舎らしいデザインをめ
ざすとともに、八尾市景観方針等の指針や基準に沿うよう配
慮します。

 市民や来庁者が利用するエリアは、明るく開放的な空間とな
るように計画します。

 来庁者のアプローチ動線となる東側は、既存電柱の移設を検
討するとともに歩行者空間の創出と適度な植栽を行うなど、
周辺環境や景観の向上を図ります。

来庁者アプローチ側の視認性を意識した外観デザイン

※ 図は現時点のイメージであり、今後の検討により変わる可能性が
あります。

南東側沿道の空間創出・緑化による景観向上

 待機・訓練・福利厚生諸室については、各課の特性や男女エリアの利便性に配慮してゾーニングを行います。
 現時点における階層構成のイメージは【下図】のとおりです。機能性を考慮し、来庁者の多い予防課事務室や市民
相談室は１階に配置することとし、付属諸室と事務室はできるだけ使用する課毎に同一階に設ける方針とします。

 新庁舎は、日影規制や近隣への圧迫感の軽減を念頭に、東西に長い平面形状で、４階建て程度の建物ボリュームを
南側に寄せて配置する方針とします。

 出動動線と来庁者（一般車両）動線との交錯回避のため、東側と南側にそれぞれ出入口を設け、消防車両は南側か
らの出動・帰庁を基本とします。来庁者アプローチ動線は東側からとし、庁舎出入口（玄関）も東に配置します。

 現時点における平面計画のイメージ
は【右図】のとおりです（１F抜粋）。

 出動動線、職員動線、来庁者動線に
おける利便性やセキュリティ確保を
念頭に計画します。

 相談・手続き窓口、市民相談室やト
イレなど、主に来庁者が利用する諸
室は共用部から利用しやすい位置に
配置します。

 機能的かつ連携のしやすい平面計画
及び部門配置となるよう、各課が利
用する付属諸室（災害対策室兼会議
室や書庫・倉庫など）は事務室に近
接して設けます。

 将来の高機能消防指令システム更新
（作戦室を将来通信指令室に転用）
にも留意する必要があります。

消防車両
車庫

（通路）

職員用駐輪場

車庫
スペース

車庫
スペース

車庫
スペース

事務室（予防課）
・

災害対策室兼会議室

救
急
消
毒
室

・

資
機
材
庫

階
段

書庫等

バックヤード 市民防災活動支援スペース
兼一時預かり室等現場装備等

保全室

来庁者車両動線
東
側
出
入
口

来
庁
舎
用
駐
輪
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来
庁
者
動
線

エントランスホール・展示スペース多目的トイレや
授乳室を設置

来
庁
者

ス
ペ
ー
ス

出動動線

来庁者用駐車場

南側出入口

男女トイレ

風
除
室

職員用駐輪場

EV・階段・
多目的トイレ等

市
民
相
談
室

1F

東側道路

隣接
住宅

隣接
住宅

4F

3F

2F

1F

訓練室・倉庫・設備室

通信指令室・事務室（指令課）・作戦室・食堂・仮眠室 等

消防長室・事務室（消防総務課・警防課・救急課）
・消防団長室・更衣室 等

消防車両車庫 等 事務室（予防課） エントランス・
市民相談室等

屋外機器置場
1Fの階高は、配置車両の車高プラス
離隔を考慮し、4.5m程度（梁下有効
高3.5m）を確保

2Fの階高は、執務室中心の
フロアとして4.0m程度とする

3Fの階高は、通信指令室の機器等配置を
考慮し、4.5m程度を確保4Fの階高は、諸室構成や日影への影響を踏まえ、

適切な設定とする
（電波塔）
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※図は現時点のイメージであり、今後の検討により変わる可能性があります。

※ 図は現時点のイメージであり、今後の
検討により変わる可能性があります。
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